
医療法人社団温心会 東和田病院介護医療院 重要事項説明書 

令和６年４月１日 

 

１事業者の概要 

施 設 名 医療法人社団温心会 東和田病院介護医療院 

所 在 地 長野県長野市東和田７２３番地 

管 理 者 氏 名 院長 鈴木 陽太 

電 話 番 号 ０２６－２４３－４８９５ 

F A X 番 号 ０２６－２５９－０９６０ 

事業者指定番号 ２０Ｂ０１０００２６ 

 

２ 介護医療院の目的と運営方針 

（１）施設の目的 

   介護医療院とは、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活

施設」としての機能を兼ね備えた施設です。長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、「長期

療養のための医療」と「日常生活上の支援」を一体的に提供します。 

（２）運営方針 

ア 長期にわたり療養を必要とする要介護者に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下にお

ける介護、機能訓練及びその他必要な医療並びに日常生活上の世話を行います。 

イ 療養上、妥当かつ適切な管理を行います。 

ウ 施設内の感染防止に努めます。 

エ 施設、食事サービス、飲料水等衛生的管理に努めます。 

オ 懇切丁寧で理解しやすい指導、説明を心掛けます。 

 

３ 施設の概要 

定員 １４９床 

療

養

室 

個 室 ５室 ７．４５～１０．１３㎡ 

２人室 ５室 １３．１１～１５．５０㎡ 

３人室 １０室 １９．２５～２７．０４㎡ 

４人室 ２６室 ２５．１９～３９．９０㎡ 

機 能 訓 練 室 ３か所  

食 堂 兼 談 話 室 

レクレーションルーム 

７か所  

浴 室 ７か所 （特浴６、一般１） 

非 常 災 害 設 備 等 スプリンクラー、自動火災通報装置、消火器、緩降機など 

  注）診察室及び処置室は、併設診療所と共用なります。 

  



 

４ 職員の職種、員数等 

職     種 常勤換算 職 務 内 容 等  

管理者（院長） 1 人(兼務) 職員を指揮監督し、施設業務全般を管理・監督する。 

医師 3 人以上 入院者の病状及び心身の状況に応じて、医学的対応を行う。 

薬剤師 1 人以上 医師の診断に基づき、調剤及び医薬品の供給・管理を行う。 

介護支援専門員 1 人以上 入院者の施設サービス計画の原案を立てるとともに、必要に応

じて要介護認定及び認定更新の申請手続きを行う。 

入院者様の処遇上の相談、市町村の連携等に関する業務を行う。 

看護職員 

（正・准看護師） 

23 人以上 入院者の病状・心身の状態に応じ、適切な看護・介護を行う。 

日勤（8:40～17:00）、夜勤（16:00～翌朝 9:00） 

早番（8:00～16:20) 、遅番（9:10～17:30） 

介護職員 28 人以上 入院者の病状・心身の状態に応じ、適切な介護を行う。 

日勤（8:40～17:00）、夜勤（16:00～翌朝 9:00） 

早番（8:00～16:20) 、遅番（9:10～17:30） 

理学療法士・ 

作業療法士 

必要数 入院者の日常生活を営むのに必要な機能を改善し、またその減

退を阻止するための訓練・指導を行う。 

管理栄養士 1 人 入院者の栄養管理に従事する。 

事務職員 必要数 施設の事務等に従事する。 

注）Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)の基準以上の職員を配置します。 

夜勤帯については、看護職員と介護職員を併せて７名以上の体制となります。 

 

５ 施設サービスの内容 

（１）介護保険給付対象サービス 

種  類 内           容 

食 事 ・朝食 ８：００、昼食 １２：００、夕食 １７：００ 

※入院者の状態により前後することがあります。 

医 療 ・ 介 護 ・入院者の病状にあわせた医療・介護を提供します。 

・医師による診察は、週１回行います。なお、これ以外にも必要がある場合

は、適宜、診察します。 

機 能 訓 練 ・理学療法士・作業療法士により入院者様の状況に適した機能訓練を行い、

機能の低下を防止するための訓練を実施します。 

栄 養 管 理 及 び 

栄 養 ケ ア 

・管理栄養士の立てる献立により、心身の状態の維持、改善の基礎となる栄

養管理サービスを提供します。 

口 腔 衛 生 管 理 

及 び 口 腔 ケ ア 

・当施設担当の歯科医師の指示・指導のもと誤嚥性肺炎や口腔疾患を予防

し、口腔機能を維持するため、口腔清掃の指導、ケアを行います。 

入 浴 ・原則、週２回以上の入浴又は清拭を行います。 

排 泄 ・入院者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立につい

ても適切な援助を行います。 



離 床・着 替 え 

整容等 

・生活機能低下防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

相 談 及 び 援 助 ・入院者とその御家族からのご相談に応じます。 

 

６ 利用料金及び支払い方法 

  指定介護医療院の利用料の額及び基本食事サービス費は厚生労働大臣が定める基準によります。

当施設の利用料の額等は別表のとおりです。 

  費用の自己負担分については原則として前月分を翌月ご請求します。お支払いは、口座振替（自

動引落し）を御利用下さい。これ以外の支払方法を御希望の場合は御相談下さい。 

 

７ 協力（歯科）医療機関 

区 分 医 療 機 関 

名 称 長野赤十字病院 

所 在 地 長野市若里 5 丁目 22 番 1 号 

診 療 科 内科、外科、泌尿器科、循環器内科、整形外科、耳鼻咽喉科、歯科ほか 

 

８ 施設利用にあたっての留意事項 

入院時に、施設内で行われるサービスに関する説明を受け、十分に理解をした上でサービスをご利  

用下さい。 

面 会 時 間  ９：３０～１６：００ ※感染症等の状況により変更になる場合があ

ります。 

外 出 ・ 外 泊  外出、外泊される場合は、事前に身元引受人よりお申し出下さい。 

居室・設備・器具の利用 施設内の器具、設備の使用については、職員の指示に従って下さい。 

全 館 禁 煙 駐車場も含め全館禁煙になります。 

迷 惑 行 為 等 他の入院者の迷惑となる行為はご遠慮ください。 

金銭・貴重品の管理 金銭・貴重品の持ち込みは、原則お断りいたします。事情によっては、

必要最小限の金銭をお預かりすることは可能です。 

 

９ 事故発生の対応 

  当事業所は、入院者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村 

入院者の御家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。 

  事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行い、事故の原因を解明し、再発生を防

ぐために対策を講じます。 

 

１０ 防火・災害対応について 

消防計画及び非常災害対策計画を定め、年２回、夜間及び昼間を想定した消火・避難訓練等を実

施します。 

 

 



１１ 個人情報の取扱い 

職員に守秘義務を課し、業務上知り得た個人情報を守ります。また、居宅介護支援事業者等に対

して、入院患者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入院者又は御家族の同意を

いただきます。 

 

１２ 身体拘束等 

入院者又は他の入院者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束その他入院者の行動を制限する行為は行いません。必要な時は説明し同意をいただきます。 

 

１３ 苦情の処理について 

当院相談窓口 苦情処理担当者：総看護師長 

電話番号 ０２６－２４３－４８９５ 

長野県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情処理係 

電話番号 ０２６－２３８－１５８０ 

長野市保健福祉部介護保険課 サービス担当 

電話番号 ０２６－２２４－７８７１ 

 

 

 指定介護医療院サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

令和   年   月   日 

医療法人社団温心会 東和田病院介護医療院 

 

説明者職         氏名           ㊞ 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護医療院サービスの提供開始に同

意しました。 

 

 令和   年   月   日 

〈入院者〉 

 

住 所                        

 

氏 名                        

 

〈重要事項の説明を受けた人〉 

 

住 所                        

 

氏 名                      ㊞ 


